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中国・広州のある店内風景 利用できる様々な携帯決済の看板が掲示されている（写真：

Imagine China/Newscom) 

 

電子メールを送るには、送り先が隣の家でも地球の裏側でもマウスを 1 回クリック

するだけです。国際郵便を出すのに特別な便箋や色とりどりの切手が必要だったの

はもう過去のことです。  

  

しかし、国際決済は少し違います。その宛先が依然、支払の形態を決めているので

す。地元のコーヒーショップで飲んだ紅茶代金は現金で払うのではないでしょう

か。でもスリランカから紅茶の葉を取り寄せるには現金を使わないでしょう。配達

業者によっては、その茶葉の販売業者が代金を受け取る前に手元に茶葉が届くかも

しれません。  
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でもこれもすべて近い内に変わるかもしれません。2、3 年のうちに国境をまたぐ決

済や取引が電子メールを送るのと同じぐらい簡単になり得ます。  

  

金融業務のテクノロジー化、つまりフィンテックは、既に世界中で消費者も会社も

その一端に触れ始めました。融資を求める地元の販売業者から、退職後のための資

金計画を練る一家、海外の仕事で得た報酬を母国へ送金する人々などがフィンテッ

クを利用し出しています。  

  

しかし、この変化がもたらす潜在的恩恵をフルに活用できるのでしょうか。これが

今回発表の IMF スタッフペーパー「フィンテックと金融サービス：その初期考察

（ Fintech and Financial Services: Initial Considerations）」の目的です。 

  

フィンテックの持つ可能性 

  

しかしフィンテックとは正確にはどのようなものでしょうか。簡単に言えば、人工

知能、ビッグデータ、生体認証などのバイオメトリクス、ブロックチェーンなどの

分散型勘定などその利用が金融サービスに影響を与え得る新技術の集合と言えま

す。  

  

われわれはこの技術の進歩を促していますが、それと同時にこの新技術が詐欺や資

金洗浄、テロ資金調達の手段とならないことを確実にし、金融安定性が揺らぐリス

クとならないようにしなければいけません。 

  

技術革命は常に予測不能ですが、それに準備するために現段階でできることはあり

ます。 

  

この新たな IMF ペーパーは、金融機関が提供するサービスのタイプや金融業界の構

造や金融機関同士の相互取引に与える新技術の潜在的な影響、そしてそれに規制当

局はどう対処するかを探っています。  

  

このペーパーが示しますように、フィンテックは世界中で多くの人々に、より迅速

でより安く、透明性とユーザー利便がさらに向上した金融サービスを提供します。  

  

その可能性には興奮を禁じ得ません。  
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 人工知能をビッグデータと組み合わせると、消費者や企業の信用スコア測定

を自動化でき、その結果金利支払いのより安い融資を利用できるようになり

ます。  

 「スマートコントラクト」は投資家が予め設定した市場での条件が満たされ

るとその資産を自動的に売却できるようになり、市場の効率性が向上しま

す。  

 携帯と分散型勘定技術を持った個人同士は世界中どこでも銀行を経由せずに

モノやサービスの代金決済ができる可能性があります。海外から紅茶の葉を

取り寄せるのも、近隣のコーヒーショップで紅茶を注文するのと同じぐらい

簡単になるかもしれません。  

  

これらの可能性は金融の基本構造をある程度変化させることになるでしょうが、そ

れと同時にリスクももたらします。  

  

金融サービスにとっては全く当たり前になっている仲介機関、つまり銀行や伝言サ

ービス専門業者、そして国境をまたいだ取引を清算・決済するコルレス銀行などは

大変激しい競争にさらされます。   

  

個人の特定や口座の認証などの新技術は、取引コストを下げ、相互の情報をより豊

富にして、仲介業者の必要性をさらに低めます。現在の仲介業者は、何らかの専門

分野に特化するとか、多分顧客デューディリジェンスなども含め定型化された仕事

はその技術のある会社に外注することに追い込まれるかもしれません。  

  

しかし、金融サービスが一段と自動化するに連れて顧客の認証を偽ったり、金融市

場の不安定さの新たな源となるものを作り出だしたりするような技術の進歩の可能

性を無視することはできません。 

  

この新たな環境の下で有効性を持つ規則は、今日の規則と同じというわけにはいか

ないかもしれません。我々が対処すべき試練は明確です。この新システムの新たな

規制をどこまで有効に作れるかです。 

  

技術革新を妨げない規制 

  

まず、監督というものを考え直す必要があります。規制当局者は現在、明確に定義

されている組織、つまり銀行や保険会社、証券会社などに監督の焦点を概ね当てて

います。 それをどの市場参加会社が行っているにかかわらず、ある特定のサービス

により注意を払うようにしてこの焦点を補完する必要があるかもしれません。個人
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プライバシーの保護などを含む十分な消費者保護を確実にし、資金洗浄やテロ資金

調達を予防するための規則が必要となります。  

  

二番目は国際協力が不可欠です。技術進歩に国境はなく、コンピューターネットワ

ークの世界を規制が弱まった法域にさせないことが重要です。デジタル通貨・資産

の法的地位と所有者を明確にする規則が必要です。  

  

最後に、ネットワークとアルゴリズム取引の安定性とセキュリティーへの信頼を構

築する不可欠なセーフガードとして、規則が機能し続けなければなりません。  

  

こうしたことを始めることや我々の新ペーパーは、新デジタル革命に向けた準備行

程の一つです。全世界の各国が加盟する組織として、IMF はフィンテックという急

速に変化する技術について官民が一体となって議論するプラットフォームとして機

能するのに好適な位置におります。  

  

我々の調査が示しましたように、フィンテックへの適応は可能であるのみならず、

皆さんがそれを享受するための唯一の方法なのです。  
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